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平成29年度  事 業 報 告 書 
 

  平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人グローイングピープルズウィル  
 
 １ 事業の成果 

１． 特定相談事業： 
・ 平成29年4月から本格的に杉並区で活動を開始した。相談員は理事長と常勤職員（平成30年４月から）の 

２名。一方、相談利用者は100名強。大きな問題もなく事業を継続している。 
・ 日本盲人福祉委員会の事業助成を得て、様々な特色ある事業を展開した。 
・ 高齢視覚障害者のためのストレッチ教室をゆうゆう今川館において月に２〜３回のペースで行っている。 
・ NPO法人エルブの協力を得て、板書しないフランス語教室を月に１回開催している。 
２． 居宅・同行援護・重度訪問介護事業 
・ 平成29年7月から事業を開始した。事業は順調に推移している。ガイドヘルパーは常勤を含めて10数名。 

利用者は、年度末時点で40名を超える勢いである。ガイドヘルパーの成り手が見つからず苦戦している。 
３． 居宅介護支援事業 
・ 平成30年3月から事業を開始した。当面は、ケアマネージャ１名で事業を進める。今年度、利用者は０名。 
４． まちづくり事業： 
・ 毎年恒例の「九重雑賀 酢蔵・酒蔵見学／高野山巡礼」を開催した。 
５． 国際協力事業： 
・ 「Tシャツ」 注文に迅速に対応することが難しく、販売は終了した。在庫は法人活動に活用していく。 
・ 「肩ラベル」これまで点字印刷を請け負っていた就労永続支援B型チャレンジの経営方針が変わり、取引 

を中断した。現在は、社会福祉法人 桜雲会に点字印刷をお願いしている。製版は、引き続きチャレ 
ンジ。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
・九重雑賀の肩ラベルの点字印刷業務を障害者施設「チャレンジ」に提供し、仲介料を就学困難児童へ。 

 
 ２ 事業の実施に関する事項 
 
 （１）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 

（千円） 
  

 障害者総合支

援法に基づく特

定相談支援事業 

障害者に対して、サービス等利

用計画を作成し、福祉サービスを

効率よく提供し、障害者の生活を

支える。 

随時 

杉並区 新宿区 

中野区 練馬区 

小金井市 

調布市 

2名 
実施地域在住者

100名強 

5,075 

「高齢視覚障害

者のためのスト

レッチ教室」な

ど独自事業 

 視覚に障害があっても楽しめる

イベントを定期的に開催し、孤立

しがちな視覚障害者（特に高齢視

覚障害者）の地域生活を後方から

支える。 

随時 

ゆうゆう今川館 

区民センター 

事務所 

地域センター等 

 

2名 
杉並区内の視覚

障害者10名 

 障害者総合支

援法に基づく同

行援護事業 

 杉並区、その周辺にお住いの視

覚障害者に対してガイドヘルパー

を派遣する。 

随時 
杉並区、および

その周辺自治体 
15名 

視覚障害契約者 

50名程度 
9,727 

 発展途上国の

就学困難児童を

支援する事業 

「九重雑賀」お酢等5種類の肩ラベ

ルに点字を印刷する業務を社会福

祉法人に委託する。 

随時 
社会福祉法人 

桜雲会 
1名 

フィリピン児童 

8名 

517 

  

 介護保険法に

基づく居宅介護

支援事業 

 高齢者に対して、介護利用計画

を作成し、介護保険サービスを効

率よく提供し、高齢者の生活を支

える。 

随時 

 

杉並区  

その周辺自治体 １名 
実施地域在住者 

１名 

 

344 

 


